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物 轡 ⑧
市 町 村 第 ６３１号

’

平成１７年８月８員

市町村有施設

ア ス ベ ス ト対 策 担 当 課 長 ・様

新潟県総合政
雫
部 榊 村裸長

命町村有建築物に係るアスベスト対策概要調査について１（照会）

アスベス トによる健康 被害秤深刻 な杜会間題 となっ１ている ため・１
「アスベス ト間題

への対応について （通知）」（平成１ ７年７月 ２８同付け環対 第１⇒０号） でも各 市町

村有施設において 必要な対策を講 じて いただく ようお願 い したと辛ろです。
．そ のた めには、 市町 村有施 設のうち対策が 必要な建築物 を特定 じ、 危険な もの にっ

いて は早 急に措置を講 じていく 必要があり‘ます。 １

市黙鵜灘携享黙鷲謙簑婁駿瓢鵜滞新畿
い ま す。

’
１

記 １

１ 調 査 票及 ぴ 調査 要 領 、 ；

別添のとおり …

２ 固答期 限及ぴ方法
’

１
・ 期 限 ：８月 １９ 日（金） ≡

・ 方 法 ： 電 子メ ー ル に ファ イ ル 添 付 して 回 答 ；

・ 回 答 フ ァイ ル 名 ： 「ア ス ベ ス ト （市 町村 名）．ｘ１ｓ』

・ メ ー ル タイ トル ： 「ア ス ベ ス ト慨 要 回答 （市 町 村 名） 』
Ｉ

．・報告先メールアドレス： 幽

３ 備 考

総務省 からの調査指示により、 調奪 内容 等の追加が あり うる叩で・ 予めご承知 置

き く だ さ い
。

■

担当：市町村課財政第２係

吉固；・ 村 山

電 話 （直 通
１
）：０２５’２８０’５０５９

１ ７ ８． ９

測 ・ 色ゆ
１／、
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シ
環 対 釦

二１ ９
１
０

， 平成 １ ７牛 ７月 ２ ８

号

目

市’ 町 村 長

（環 境 担 当 躁）・

様

新潟 県アスペス ト封策権進 違絡会議 事務局
．

研潟県県民隼活・環境部環境対策繰長

｝
１

アスベスト 鯛 への予応１１つ！下 （導午）１

アスペス１による健康被害につ 川 ギ 嫉 全国的に深刻 和 会間題とな？
ており、 当県にお いても県民の 健康不安が 高まって いま す。

；

県終１簑纂纂裂慧婁墓鵜婁㌘竈鰐 郷 簿二欝
な が ら 取 り 粗 み を 進 め て い く こ と と し ま し た． ．

’ 。 １

ついて は・ 今 後・ 県の 取り 組み へあ 協カ をお願 いすると一と も１キ 肺 （臥 村）
一におかれて も住 民へ の周知、 市 （町、 村） 有施 設に係る必要 な対 策の案施 等、 ア

スペス ト間題 への 対応 について遺漏 の松いよ うお願い します。．
１

ｉ ‘

ド
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．
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．
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・・ 担当 環境 苅策 課 水島
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一

∵ 一・

．

’
： １

一
匝 璽 コ

ー

調査対象建築物と鯛査紐 要 ∵ ㌻’∴ ∵ 一
：

金ての市町 楠 麟 物（榊 婿； 餓 財産）を対象として・次に掲げる建材

（以下・・吹き付けアスベス十 叫
、 岬 １ジを 鯛 している→のの対処状況を調

査 す る
・

．

・
．

ｌｌ

、
・
」 、 」

一
・ 一

①吹き付け石綿等 Ｉ
石綿障審予防規則 （平成１７年２月２４目厚 生労樹省令第２１号） 第・２条第

、

１項ド定める否綿雫でｉ 讐 蝉 ・ 柱・天 糟 に吹
育何けられたもの・

※灘 蟻 繍蟻瀞 岬署黒篤

②折板裏打ち石綿断熱材

．
鋼板製慶根用折板箏に主午し下帯雫岬止等の

で・ 醐 を 師 する 鰍
．１

た だ し ｏ の は で
・

で た

○ 杜 し １ ス ・・ ブ ｏ ・ に

付 けられたもの

幽象
’ ス ベ ス

等 織 論り、酪期鰍の脇進めて。ださ。、
２ 醐査対象建材の 特定方法

（１）設肘図書等による渣 豚・

．設肘図書等に基づき、その 建築物に使用されてし

するか否か につ いて検 討を行 い・ 鯛査 対象建材及

二骸当

る 。

・．二孟瓢鶉篶農議鵬言篇占綻集↓鵜鵜篶罵鮒竺
つの具体的判断基準と考えられる。

１

ただし、二の晶自例 の他一も醐査 対象建材に該当するもの が声る可能性 がある

ので・ 必要 に応 じ１て分析醐査 を行い！醐査踊れの ないように貿意すること・・

（２）現 地 に お け る 国 視 確 認… 一 １

調査に当たっては・現地で 目視に より鯛査対象建材の状態 を寧認する（た 牟し・

圏い込み決態 （３（２）⑥ 【選択 脚 の説明参照） にあるもの 宰 隠べいされてい

るもので、 点検口 がなく
．、

嚢 采は天井等を一部撤去す る必要 があるな ど日視によ

る 鯛 が困 燃 ものはこ 卿 即 却｛・ 純・ 腋 時にばく牢しないよ引二十

分 注 意 す る こ と。）。 …

【吹 き付 けア ス ベ ス ト・ 吹 き 付 けロ ツク
ー
ウ ・ ル の 晶 目 例】 １

．
別紙２に示す３０晶目 （吹き付 けアス ベス ト９晶自、

：百綿を 含有する吹き付けロ

ツク ウール η 晶目 及び湿式石綿含有 吹き付け材４晶 目） ｉ

〈晶目については、（財） 日本 麟 セン ト の 僻 麟 物の吹缶けアスベスト粉

１

３／



じん飛散防止処理 技術指針１同解 説」、（社）１ヨ本石綿協会の ｒ既存建築物にお１する

石綿使用の事前診断監理指針 （平成１７年４月）」及ぴ環境省のに吹付け石綿の使用

の可能性の予る建築 ㍗
握干法に了

い下Ｊ 雛参詞ｒ㍗雫†午予の０）

※ なお・折板裏打 師 綿 鰍 材及び吹 帥 けひる 引 バー宇キュライト）等と

呼 ぱれて いる ものにつ いては、判断甚準の参考と なる資料 示す二とがで章 な

いので、 調奪対象 建材の特定に当たってば、 必要に 取９て 析鯛査 を行 い・ 醐

査 漏 れ の 乍し 峠．
ラ
ーξ 早 率 す 声 二ξ

㌧二。。 ・
一∵ミミ ポ

３ 「市町村有 恵築物 アズ ベス ト対策概妥調査」 調査票入カ方法

（一） 調 査 票 の 概 要
。一 ・ ボペ ・

、 １

本醐査票 は、 行政 財産分・普通財産分に醐査票を分 け、 それぞれ市町村有 建築

物ごとに・吹き付け ㍗ べ不卜等の使用扶況と・それ 卿 紬 処の状況を入カ

す る。

（２）各入カ 欄への入カ上の 留意点

① 『 施 設 名 称 』 欄
∵ 一≒

一． 一 ． 一 ∴

一
・ ∴

．
『役場庁舎」、 「Ｏ◎小学被」

小・中学校 における体育館部分

行政目的を連するＦと ができなし

い が
、 公 営 住 宅 等 の よ う に、

’同 一

おり、それ ぞれにリス トアッ ブすることが適当な場含にば、「Ｏ◎住宅《棟」

と い っ た 入 力 を サ う
。一 。

一 ．、
一
’

い

② ｒ用途コー ド」 欄 １
ｒ施設名称』 欄に掲 げた各施設を区 分す るため、 それ 笥れ該当するコ ｝ ド

を半角教字で 入カするが、 後戸別 傘掲示によ り入 カすることと し・ 麹段瞳

③ ｒ竣 工 年 度」・欄 ’ ！
ｒ施設名称』欄に掲げた各施股の竣工年度を圭角塾皇 幽 。

．
τ事 例】

Ｉ
． １

平 成 ８ 年 度 竣 工 ば、 ．「
Ｈ８』

’で はな く。『８」 と 入 カ 呈

昭和・・年 鰍 工は、 ｒＳ４Ｆ」。で はなく ｒ４５」 と 柚

【参司 麟 物の苧工年度と吹き付けアスペストの竿用状即の
ド
係

・吹壬付け 鰍 汝ね昭和・・年甲か１昭干・ ㈱ ｒかけ†用されて 咋

○石綿のうち有 離 ｇ高いアモサイト（茶石綿） 及ぴクロ ＾ ライ ト （青 聯 ）

を 舗 した 蝸 は、耳成 砕 製造導が禁止されている。 １
；

．

○上記の年度は、 建材使用としそは概ねめものであり、 禁止さ和るまでに生慶さ

れた題材を使用 した建築物の場 含は、 壌材に石綿が會有されている可能性があ

る

。
・

、

’

、

、

２

ψ
．



④ ｒ吹 き付けアスベス ト等の右 納Ｉ 肘 ∴

吹き 付け石綿 導叉 ば折板裏打ち石 綿断 熱材の 使用の 有１綱二ついて、入カ す
る・入カするセルにカ｝ソルを雫甲させると・ ドロッ 舛 ウン■

！ストが表示
されるので・ 還

干 ト
て 岬 戸１

、
、・．．ミ 、

１

【
鵜

けアスペスト及ぴ吹き付けロツクウ植ルの
」
該当」、。

ｒ吹き付
けア ス ベス ト箏 全 体 を有 す る』、

ｒ該 当 な し」、 中」、
ｒ不 明 （鯛

査未案施）」

○ 選 択肢 のうち、
「吹き’付けアスベスト及 ぴ吹き付１ナロック のみ 該 削、

『吹き付

⑤１讐幣 帯率
④ 「吹き付けアス ベス ト等の有 知 欄 で、 ｒ不明

一
（醐葺未実施〉一」 を選 択

した場合に、 有 無を碗認するた めの醐 査実施 （予 定） 年ど月 を、 そ れぞれ半

角数字で入カする。 …

⑥ 「対処状況」 欄 …
「吹き付けアス ベス ト等の有無」 欄 で、 「有 り』 を選択 した場合 に、 処置

状 況 に つ い て 入 カ す る。 入 カ す る セ ル に カ ー ソ ル を 移 動 ぎ せ る と、 ドロ ッ プ

ダウンリス トが表示さ れるので、 選択 して入カする。 … ・

腿択肢】 ；
『指置 済み』、 「未措’置であるが被審の恐れ がない」、 ｒ未描置：で被 書

の恐机が あるＪ、 「不明」

Ｑ 摯沢 肢のうち、
『拾 置済 み』は、すでに”封じ込め状 膨．叉 ば 偶 い 込み 状態“（以

下ｒ備置 済 状態』という。）にあるもの．
※「封じ込め状蜘 鰐 鵯 灘 毘 識 ・鰯甑 衡 ペスト等

’ ※ｒ園い込み状 卿：吹き付け百紳等が使１用空 いように蟹、天井等

で売全に覆われ、粉じんが飛散し 机 態。
◎「未楮置であるが被客の恐れがない』は、描置済状態ではないが、吹き付けアスベ

１ スト箏の損傷、劣化等による石続等の粉じんの飛散により、
ぼく露のおそれがな

いもの。
；

◎「未描置で被書の恐れがある』は、晴置済状態ではなく、吹き肘けアスベスト寄の

損傷、劣化 割二よる百鈴箏の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの。
なお、

一
味 繕竈で被書の恐れがある』に該当するものは、直ち１二石綿箒の除去を行

うなど法令に菖づき適切な措置を溝じること。
ヨ

４ その他 １

李蟻嚢灘灘嚢１鱗鱈灘１；
３

〃！



／

これ らに っいて も・ 建築物の解体エ事等をす 争場合の労働者辱護の観点 から、
関傑法令等に墓づ亭揮 矧享対処†る必要があリい石綿障審予防翠則 （平成１７年２

月２４目厚生労働奇令 翁幻 号プ箆８条㌧第９条に套づ 包 べ れら１の使用状況にっい

て、 把握に努める必裏 があるの で注意す る二と。 な お、 咳 考資料 として く社） 目本

石綿脇 会の 『既存建築物に おける石綿使用の事前診断監理指針 １（平 成１
，
７年４月）」

の抜 粋を添何τ争ので亭亭Ｆす牽こと・ ・ 一∴ ・ １
，

５ 参 考 資 斜
」 一 ∵「一’ 」 ’ 一

…

①ｒ吹付け石 綿の使用の可能 性のある建築物の把握方法につい七」（環境省 地 方

自 治 体 向 け 手 引 き）【 桝ｐ：〃 Ｗ ｗ．ｅｎｖ，ｇ０加／ａｉ〆０ｓ８ｎ／Ｉａｗ／０１ρｄ剛

蟻灘麟灘鶏灘簑幾；１；；ｌ１
き）２／小 岬：〃 舳 舳 ・・ｊ・！と１・／… ／^１・・／０２． 榊 １ ・ ■

④「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処琴技秤 蝉刊同解説』
（（財）目本建築センｇｒ）

’

４

ケ
．



都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

． 潟

愉・ 収 受 謝

． １ ７．
８．

一 ３ ・

フ ㌻ ・・

⑦）

厚 生 由 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 責

厚 生
．
労 働 省 社 会 ・ 援

別 添■
雇 児 発 第 ０８０１００１号

社 援発第 ０８０１００１号

障 発 第 ０８０１００１号

老 発 第 ０８０１００１号

平 成１ ７ 年 ８ 月 １ 目

家 庭 局

福

曖 局

厚生労働省牲 会・ 援腹局陣害保健 福祉 部

厚 生 労 岬 省 老 健 局

製筒働窟
轟髄彗儀
簾藤幽

騨制勤窟
蘭 鷹萎
冒籠凹蛋

鰯圭繭働借
同携護冒
寓眠瞳煽
競轟ｑ蛭

庫里南働
窩曽瞳薗
辰凹聾

社会福祉 施股 等にお ける吹付 けアスベス ト（石綿）等使用案態醐１査に う いて （依頼）

社会福 祉施 般 等にお けるアス ベス トー（石稗）対 策 については ■定来 よ り、 ｒ建 築物 内 に

使 用 さ れ て い る ア ス ペ ス
．

Ｈ二係 る 当 面 の 対 策 に つ い て」 （昭 評６３年 ２ 月１６目 付 社 施

第１９号）、 ｒ社会 福 祉施 設等施般 整備に おげる 大規 模修繕等の取 豚 い につ いて」 （昭和６３

年 ５ 月２０目 付 社 施 第７９号）。、
「牲 会 福 祉 施殴 の ア ス ベ ス

．
卜処 理 工 事 に 係 る 国 庫 負 担（補 助）

協 融につ いて」・（昭 和６３午５月字Ｏ日 付祥 坤竿８ｇ号） 等 によ・り適坪な 対 応 を お願 い して き

嚢護醸錨鞍窯訟驚落
よ う お 願 い い た し ま す も∵ １

．
㌔１’・一 ぐ ∵１・ 汀１１１ ∵ ：１ ’一

；

また、 量都道 府 県・指定都 市・沖 核市にお かれては、 建 築関 係部局こ 翠 境関係 部局、

保健衛生関係 部局 と十 分連携 の 上こ㌧所轄の社 会福祉施設等 に対 ←・ 調 査を依 頼す ると と

幸 に、 取 り ま と め て 頂 き 孝 す よ・う お 願 い い た レ ま す。 ・ ・ １ ・
．な お、 社 会 福 祉 施 設 箏 の 殴 置 者 箏 に 対 して、 鯛 査 の 結 果、

特 に 露 出 面 に 吹 付 け ア ス ベ ・

一
ス ト類 等 が あ．り、

一・安 定 して い て 飛 散の 恐れ が な い 場 合 で あ っ て も、 破 損 の 際 に は
・ アス

ペス ト繊維が飛 散する恐れ があることから、職 貝、入所者等に周知 徹底 を図ると ともに、

アスベス ト繊維 が飛散 しな いよう 施設の適 切な 維持管理を行うキ う指 導願います・

ユ １ ’（柵 剃



別 添２

社会福 坤 蹄 における吹付けアスベス ト（石綿）等使用実態 碑 要領

１ 調 査 対 象 施 設
．

…

（１） 別 紙１ 「調 査対 象施設及 び調査結果提出先」 に記載の施設 を対象とする。
なお、 薪 潟市内 に所在する 社会福祉施 設等に対する取扱 いは、 次φとおりとする。

① 新潟市内 に所在 する精神 障容者社会 復帰施設等 … 要 回答 ミ

［（別 紙 １） の ２ （４ ７） ～ （５ ６） に 該 当 す る 施 設］ ｉ

② 新 潟 市 内 に 所 在 す る① 以 外 の 施 設 ・ １ ・ ・ ・ ・ … 回 答 不 要≡（新 潟市 か ら別 途

調査 依頼 予定。）
…

（・） ア スベス ト（石綿） が 無い施 蜘二つい亡も、 調 査対象と する。
；

２ 調査 対 象建材 等 ’ ；

（１） 調 査対 象建 材 ミ

平 成８年 度以前 に竣エ した 建築物に使用 されて いる・次に掲 げ尋もｇ・（以下・「ア
スベス ト（石綿）等」 という。） ｛

※ 、平成８ 年度以前 に竣工した建築物には、 平成８年度以前に竣工 し走虹築物を改修する等

して平成９年度以降に整備した施設を含む。 １

① ム付け÷三べ支ト（石綿）等
一 １

石’綿 障害 予防規則「’（平成１７卓 乞月２４自 庫生劣働缶令第２１号） 第亘２条第１ 項に定 め．

るアズベスト１石綿）等で・ 建築 蝉 ’柱・天 欄 二吹き付け † ㌃もの・

※ いわ ゆ る 「吹 付 けア ス ベ ス ト（石 納）」、 「吹 付 げ１コック ウー ル」 及 ぴ昌「吹付 けひる 石 （バ

ーミキュラィ ト）」 等と呼ばれているもので・ 含有する石綿の 趾 が当１該雫干 叩 量のｒ・

を 超 え る も の 。
． ．

１

！１ ∴ ジ ■ ・
、

・ １

② 折板裏 打ちア スベス ト（右綿）断熱材’ １

鋼板 製屋根用 折板 等に主と して結露防止 等のために張り付 けら１れち・もの二で、 アス

ベ ス ト（石 綿）を 含 有 す る 製 品。 ・ １

（２） 調査 対象建 材の特定 方法 ≡

設計 図書等 に基づ き、 その 建築物に使用さ れている建材 が調査 封象建材に該 当する

鵜芸‘融誇繁瓢籍授欝姦需鵠甥竺艀欝雛驚携
に つ い て ば、 下 記 に示 す 晶 目 例 に 示 す も の に 骸 当 す る か 否 か が

、．
■ つ の 具 体 的 判 断 基

拳 と考 えら れる。 た だし∴ニニの晶 巨例の他 に二も鯛査対象建 棚 ；該当するものがある可

能 性 があるので、必 妥に応 じて 分析調査 を行い、欄壼漏れの ないよラに留意する二と。

し滝、鐵叢腎 麟深灘諮薇奮雲鰍 鰯 鷲 蟻
なく、 壁 又は天 井等を一部 撒去する 必要があ る等、

・目視 による確 認が困難なもの はこ

の限りではない・ 苧 岬 甲ｒ苧１１平１岬 よう十分 幣 る㌣と・）・

Ｏ ｒ吹付 けア スベス ト（石糸詰）」、 ｒ吹付け口 りク ウール」 品自例 １

「別 紙２」 に示す３０昂居 （吹 付げアスベス 十（石綿）９晶目、 アろベス ト（石綿）を含

有す る吹付 けロックウー ル、７品宿’及ぴ湿式アス ベス ト（石綿）含 有味き付け材 ４晶目）

（晶目 につ いて は、 （財） 日 本 建築セ ンタ ーの’「既存 建築物 の吹 付 けアスベス ト粉 じ

ん 飛 散防止 処理 技術指針 ・同 解説」、 （社）日本 石綿協会の 「既存 葎築物にお ける 石綿

使 用 の 事 前 診 断 監 理指 針（平 成１７年 ４・月）」 及 び 環 境 省 の
一
「吹 付 け 石 綿 の 使用 の 可 能 性

の ある 建築物の把握方 法につ いて上 等を参考 に作成 したもの。）
ｉ

２ １



注） なお、「折 板裏打ちア ス ベス ト（石綿）断熱材」 及 ぴ 「吹付けひる石（バー ミキ ュライ

ト）」 等と呼 ばれて いるも のにつ いて は、 判断基 準の 参考とな１る資 料を示 す こと がで

きな い の で、 調 査 対 象 建 材 の 特 定 に 当 た っ て は、
一必 要 に応 じて 給 析 調 査 を 行 い、 調 査

漏れのないよう に留意 すること。 １

３ 調 査 実 施 方 法 ・
Ｉ
「

■
ＩＩ一∵ ’

．

…

別 紙１ に 示 す 「調 査 対 象 施 設」
一が 有 す る 建 築物 に 使 用 さ れ て いる 建 材 の う ち、 ２ （１）

に示す 「調査対 象建材等」 に該当す る毛 の を特 定し、 下記 「調査填目」 の① か ら⑤に掲

げる調査項目に ついて調 査表 を作成 すること。 １

調査表は、 別 紙１ に示 す厚生労働 省の所管施 設 ごと に下記 「調奪表 の種 類
’
」 の とお り

作 成す る 二 と。 す なわ ち、
’醐 査 表 の 作 成 に 当 た

一っ
て は 「吹 付 けア ス ベ ス ト（石 綿）」、

「吹

纂燃紹妾あ黙蝋熱漆隷婁茎油夢濡留 繍ナ鵜ベス ト （石綿）等」 のうち、
「吹付 けアスベス ト（石 綿）」 及 び 「吹付 け１コック ウ ール」 の

みの使甲状況割二っい㌃孕卿 嘩 雫を年 即 る二 峠亭る二

◎調査項目

① 施 設 種 別 ご と の 総 床 画 ね ∵ ∵ ∵‘二∵ 」 』 ’

く 瓢 １㍗ ㍗千並びｌ１叶路部舳ぞれ
③ ．② に 示 す も のの う

「
ち、

ｒ封 じ込 め 状 態滋７」し又 ば イ」 （以 下 ｒ措 置 済

状態」という 峠 苧 鐸数並咋 干二申 率ぴ平 れの 醐 の 鮒

※ア 「封じ込め状態」 … 吹付げアスベス ト（石綿）等 を 剤等 によ りアス ベス

ト等の表層等を固着化して、 粉じんが飛散し巷い状態。 ！

、ニニ練驚驚驚 鷺１１二；二；１
護 磯 灘 磯 鐸 騨 確竃 鱗ｉり’ばく雫の恐れがな

⑤ ②、三示すもののうち㌧ 廠 済状ふｌｌで．まなく、 吹付盲ナア
具ベスト（石綿）等の損

婁鑑潅詣 灘 議灘 鰯 鰐 駕畿散激・１まく露の葎れがある
消

／．

、な お、
「⑤」 に 該 当 す る も の は、 直 ち に ア ス ベ ス ト（石 綿）等 の 除 去 を 行 う な ど、

法令 等に 基づき適切な 措冒を講 じること
ｐ …

※・「吹付けアズベス ト（石続）等の損傷、 劣化等によ るアスベス ト（右綿）等の粉じんの飛散 に

よ り、 ばく 露の 恐 れ が ある」 等 の 状態 に つ いて ば、 「７ 参考 資料」１…：掲 げて い る 理 境省 が 作 一

成する 「吹付け石紺の使用の可能性のある建琴物の把握方法にっい乍」 を参照すること
？

◎調査表の種類

醐査範囲

調査 対 象 施 設（別 紙１）

醐 査 対 家 建 材 箏 全

体の 使 用状況等
一

似榊アスベスト㈱１五 舳

榊回ツクウールのみの鯛 欄等

社 会 ・ 護 局 関 係 査 対 象 施 設 （別 紙 ３－１ Ａ）
’

．（別糸 ３－１ Ｂ）

障 客 保健 福 祉 部 関 係 鯛 査 ・象施 設 （別 紙 ３－２Ａ） （別 紙 ３－２ Ｂ）

老 健 関 、。査 ・ 象 施 設 （別 紙 ３－３ Ａ） ！ （別 紙 ３－３ Ｂ）

雇 用 均 等 ・児 産 庭 係 醐査 対 象 施 設 （別 紙 ３－４ Ａ） … （男Ｉ崎氏３－４ Ｂ）

３



４

‘

調 査 表 提 ・出 期 限 ・ 一．
・ ・

」

㌧、、
＝一

，

平 成 １ ・ 年 １ ・ 月 １・１ 目
１
（ 火）

．
必 着

， ．

Ｉ’
∵

一

＝・ ｉ

５ 調 査 表 提 出 先・ 照会 先 与

別 紙１ 「調査対 象施設 及 ぴ調査結 果提出先」 に記載 のとお り。 （施誤種 別 …より提出先灘鰯輯 締那掠竿坤幟へ
６

（１）

通
ス

ら

基
第

る

．

断

、

べ

れ

１二

令 “

あ

診

（２） 調 査表の記載例 を本 通知 の末尾 ド添付 したので、 参考とす亭二と；。
．

（３） 調査表様式の電子データ（エク
↓

ル） が必要な 船 は； 別紙１１一 繊 されて１・る、

蓑蟻 鶴季１竺殼 臨 膿享三鶏琶議 綬絡する叱

一篇 蔀 艦 蹄 箪 必ア
Ｉ
ｒ ㍗ ト㍗干表甲」と

一
し’艀メ

７ 参 考 資 料 ． 、

二
∵

、
１∵１

，
∴
．

’’

１畿灘麟艦欝蝶㌫箒ナ箒
．、鋤 灘 繊 綴 縦 ｝ 坤幸∴亭如 甲１き）・／・

【ｈｔｔｐ：〃ｗ ｗ ｗ．ｅｎｖ．９αｊｐ／ａｉ
土／◎ｓｅ Ｍ ａｗ／０２二２・

白ｄｆ】 １

・「既 存 建 築 物 の 吹 付 け ア ろ ベ ス
、、
卜 斡 じん 飛 箪 防 牛 処 理 技 術 揮 針

一
・
一『 解 説」 （（財） 目 本

建 築 セ ン タ ー ） ’ ・ 一’ ’ 一一 １
」

’
’ 一

・・

一 ≡

・ 石綿含 有建材中の石綿 育有 率箏分析機関 ｒ覧 （別紙５） ∴ …

． ’
∵

一 ’ ’
∵

一 ’

１
一

’

・

∴
１

．

・

４



別 網２

吹 き 付 けア ス ベ ス ト・ 吹 き 付 けロ ツク ウ ー ル の 晶目 例

区 商 品 ， 名

トム レック ス

ブロベス ト

ノ ザワ＝１一ペックス
雅 ２

通則
オパベス ト

吹付けアスベスト 認定 サ■モテ ヅクスＡ

（石約） の リ ンペツ ト
商品名 （例）

（９ 商 品）・
ヘ イ１フ レ ソ ク ス

スターレヅクス

逮 ２

個別
昭定 防湿モルペスト

注１） 昭和５０隼以 調１は 虻Ｉ：して い ない （※１）．
滋≡２） トム レックス 睦、 吹個一げ を重 味す る 二と で慎 用さ れて いる，■合 があ るの で、 昭 和５０年 以降ω 設 討 ・

四 創二、 二の 高品名 が ある 場合 は、 宿議 含 有の有 篠⑦ 確認 が 必裏 であ る （※１）．

区 商 品 名

ス レ ー テ ッ ス
・１ 一 一は・．一 一 ｝ 一●・Ｉ．・一■・■一 ‘● 一一一●一・ 一一・ ・ 一・ 一 ． 一

ス ブ レ ー 工 □ ス・一一 ・一・一・ 一 ● 一 一 ・ ‘ 一一・一一 ． “ 一 一 一 一 ’ 一・

ス ブ レ イ ク ラ フ ト
．・ ■… ｝ 一 ・ ・一一 一 ”一 ・ ’｝一 一・ ‘ 一 一． ‘ 一’一 ・・

サ ー 毛 テ ッ ク ス

ー 一一■■・一一ＩＩ一一．ｉ・ ●１一●． 一 一 ・ ・ 一 ・ 一 ・ ‘・ ｝ ‘■■一・ 一 ・ ” …ニ ツ カ ウ ー ル （昭 和 ６２年１２月 大 巨 指 定 取 消 し）
・… ●^・● ’一・ 一●●… 一 一一・・１一．
プ 回 ベ ス ト Ｒ

ア ス ペ ス ト （ 石 締） を 兼２

・・一■一一・ 一 一 一 ■一一●一 ・ 一■一・ 一 ・・一 ・■‘ ・ 一一
ア サ ノ ス ブ．レ ロ ＝１一 ト

合有する 違則
吹 付 げ ロ ヅ ク ウ ー ル の 電 定

一・ 一 一 一 ・一・・ 一一・ 一‘■ 一● ・ ●・｝一 ・・一 ・
バ ル カ ロ ツ ク

ー

・ 、 ● ・ ・ ●一一 一 一 ・一 ・

商 品 名 （例）

ヘ イ ワ レ ッ ク ス
．・一 一 一・一・’
ベ リ ー コ ー ト Ｒ

●■“● ・一

（ １ ７ 商 品 ） ・・一 ．一 ●■．一一 ・ ・一 ・ 一・・一 ■一 一 一 植スター レヅクスＲ （昭和５７年７月大 臣脂走取消 し）
・ ・ ’… 一 一 一 一’ 一 ●・・ 一一 ●‘● 一
オパペス トＲ一 一 一・ 一・ ・ 一 ・ 一 ・ ●一 ・
タ ィ カ レ ッ ク ス

’．

． 一 “●●■一●・ ・ 一・ 一 一 一 ・ 一●■植
滋 ” ダ イ ア ブ ロ ッ ク （昭 和５０年１０月 大 巨 指 定 聰 消 し）

ノ 研 ヲコ ・ ベ ッ ク ヌ Ｒ
’’

繰２ 吹 、 げ 回 ツ ク ン ラ イ ト
・■・・

信 別 サ ン ウ ェ ツ ト
一 ｝●一 ・

湿式右締含有吹付 げ材
哩定 砺 下

㎜｝山 “ 一 ’ ｝一 一

一・一 ’‘ 一

高 品 名
（ア サ ノ ） ス ブ レ □ ＝Ｉ・ ト ウ 主 ヅ ト

ー●． ・‘‘一 ● 一〇’ 一 一

（４商品）
バルカ□ウェツ ト

ブ ロ ペ ス ト ウ ェ ッ ト
一 一 ・

注 ３） 昭 郁６年 以騎 の施 工で ば、 石締 を 合 有 して い な い場含 が あるの で、 石 続合 有の 構舗の 確訟 が必 男
で ある （※１）．

注 ４） 膿弐石 締 含有 吹付 け 杣 二う いて は、 昭 和６３年 以納 の施 工で ば、 有 棚ξ 含有 して いない須 合 があ る
の で、 石 締含 有④ 有篠 の確 訟 が必 賃 であ る （遼１）．

，主５） 昭 和５５年以 記 に生産 され た製 品‘二は、 石一棚 ば含 ま れて いな い （※２， ３〉。

【書青買納】
※１＝ 『脹存建集伽二おげる石縛使用の■舳吟新塾理指舳 （平成１７午４月 社固途人目本石嶋協会）
蟻２１ ｒ吹伽ナ百続の使用の可能性のある建第権の把握方法にっいて』 （環境省環境暫理局夫気環構１果）
激３ ； 『既 存建 薬物 の吹 付け アス ペス ト粉 じん 冗散 肪 止処咽 撞＝術指 什・ 同 解説』 （昭和６３年６月 目木

建蟹センター）
く
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慨楓 鮒おける醐 卿 卿 崎 戦 （河雫甲・月）１よ㌣

純８榊含楓鰍紬向幽と幽榊ト脇

則 約イ

「 ， ■ １ 一 ， １ １， ，Ｉ■ ［ Ｉ ， ． 、 Ｉ １ １ 一 ， ， 一Ｉ ■ ■■ １ ０ ” 『 ， ， τ 、１ Ｉ ■

看 締 含 有
Ｉ
書 策

’
材 料 一

１ 製追於了年
一 般 名 博 品 哨 ’ ｛

大波板一各昌 ピ １ ～２００４

中波板 各晶種
一

；
～２００４

１ 小波 板 各品種 １ ～２００４

ヌ レー ト波 板
リ・ブ波板 各晶種

１ ～測０４

その他波板（起大波¢〉 各品種 １ ～２００４

役物 各品種 １
～２００４

ウペ７ レキシブルポー ド
１
… ～１９９７

幾 軽 フ レ キ シ ナ ル ポ ー ド
’ １ ～２０００

．，１ 一
期 目 フ レ キ シ ブ ル ポ ー ド。

１ 刈 ９８７

アスクフ レキシブルポ｝ ド
芒
； ～２０００
ｉ

■

ム ＆ Ａ ブ レ キ シ ブ ル ポ ｒ ド ー ・１ ～２００４．

■

・

フ レ キ シ プ ル 匁 、

一
ヲニ滅 フ レ キ’シブ

■
ノレポ ー ド ’ １ ～１９８７

ｉ
Ｉ
フ レ キ ラ Ｆ

’
１ ～２００１

Ｆ Ａポニ ド １ ～２０００

｛
１

ス
ヤ Ｋポニ ド ～２００２

レ

Ｉ

１・
一ノザワフレキシブルシー．ト ト 脳

…

ト 皇竈７ レキシブルポＦ ド １ ∴２００１
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レ

一 吹 質板 二
●

大業吹質板
’ ～１９８７

ト
ボ ７ レキヲＮ ～１９８０
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～２００４

ソ ザ ９ ハ イ パ ー ム
、
１一，

葦 ～２００４…
．

■
■

ソ 咳ワパ≒ムラ｛イ ト ～２００１
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